
将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と

若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
一
房

河

キす

昭

は

じ

め

に

南
北
朝
の
動
乱
開
始
以
来
、
若
狭
の
守
護
は
め
ま

ぐ
る
し
く
替
え
ら
れ
、
南
北
朝
期
を
通
し
て
の
守
護

交
替
回
数
十
六
回
(
八
氏
)
は
全
国
で
も
最
高
を
数

え
る
。
こ
の
激
し
い
守
護
交
替
に
終
止
符
を
打
っ
た

の
が
、
貞
治
五
年
(
一
三
六
六
)
就
任
し
た
一
色
範

光
で
、
以
後
永
享
十
二
年
(
一
四
四

O
)
ま
で
、
範

光
|
詮
範

l
満
範

l
義
範
(
義
貫
)
の
四
代
七
四
年

間
に
わ
た
っ
て
若
狭
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
一
色
氏
の
治
政
下
に
お
け
る
若
狭
守
護
代
は
、
小

笠
原
長
房
|
同
長
春
|
三
方
範
忠

l
同
忠
治
の
四
人

で
あ
る
。
私
は
こ
の
四
人
の
う
ち
小
笠
原
長
一
房
・
長

河
村

3 4の1

春
に
つ
い
て
、
そ
の
動
向
を
検
討
し
、
長
房
の
出
自

(
3
)
 

を
将
軍
近
習
小
笠
原
氏
と
推
定
し
て
お
い
た
が
、
紙

数
の
関
係
で
具
体
的
考
証
は
割
愛
し
た
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
若
狭
守
護
代
に
な
る
前
の
小
笠
原
長
房
一
で

は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
将
箪
近
習
小
笠
原
蔵
人
の
動

向
を
追
い
、
彼
が
長
一
房
そ
の
人
で
あ
る
可
能
性
を
探

っ
て
み
た
い
。

一
、
伴
野
長
房
と
小
笠
原
長
房

ま
ず
、
「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
(
以
下
「
守
護

次
第
」
と
略
記
)
の
小
笠
原
長
房
に
関
す
る
記
事
を

示
す
(
抄
出
)
。

A
(
一
色
範
光
の
項
)

貞
治
五
年
八
月
よ
り
給
之
、
代
官
小
笠
原
源
蔵

人
大
夫
長
房
峨
特
一
-
て
信
侍

(
l範
光
)
御
逝
去

之
後
、
小
笠
原
三
河
守
出
家
、
法
名
道
鎮
一
議

(
一
色
詮
範
の
項
)

応
永
四
年
九
月
十
七
日
浄
鎮
死
去
之
後
、
子
息

蔵
人
大
夫
長
春
出
家
、
号
三
河
入
道
明
鎮

右
に
伝
、
え
る
小
笠
原
長
一
房
の
官
途
・
法
名
・
在
職
期

間
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
文
書
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ

る
、
き
わ
め
て
信
頼
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は

別
稿
で
確
認
し
た
。

将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
房

さ
て
、
『
大
日
本
史
料
』
は
長
房
の
死
去
に
か
け

て
、
「
守
護
次
第
」
「
若
狭
国
税
所
今
富
名
領
主
代

(
5
)
 

々
次
第
」
(
以
下
「
今
富
次
第
」
と
略
記
)
と
共
に
、

『
尊
卑
分
脈
』
と
『
諸
家
系
図
纂
』
所
収
「
本
州
三

(
6
)
 

河
国
幡
豆
郷
小
笠
原
系
図
」
(
以
下
「
幡
豆
小
笠
原(

7
)
 

系
図
」
と
略
記
)
を
関
係
史
料
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

後
論
に
か
か
わ
る
部
分
も
含
め
て
両
系
図
を
示
せ
ば
、

次
頁
の
通
り
で
あ
る
(
抄
出
)
。

『
大
日
本
史
料
』
の
編
者
は
、

C
の
伝
え
る
長
房

の
没
年
月
日
・
法
名
が
「
守
護
次
第
」
の
そ
れ
と
一

致
す
る
こ
と
、
お
よ
び
泰
行
|
長
房
の
父
子
関
係
が

B
・
C
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
若
狭
守

護
代
小
笠
原
長
房
と
伴
野
長
房
を
同
一
人
と
判
断
き

れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
比
定
は

誤
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

B
も
注
記
す
る
よ
う
に

伴
野
長
房
は
康
永
四
年
(
一
三
四
五
)
八
月
二
十
九
日

の
天
龍
寺
供
養
に
際
し
て
足
利
尊
氏
・
直
義
の
随
兵

(
8
)
 

に
列
し
て
い
る
が
、
同
供
養
に
関
す
る
諸
史
料
の
い

ず
れ
に
も
、
伴
野
長
房
と
は
別
に
小
笠
原
源
蔵
人
の

名
が
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
結
城
文
書
の
「
天
龍
寺

供
養
日
記
」
は
次
頁
D
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
伴
野
長
房
と
は
別
人
の
小
笠
原
蔵
人

の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
伴
野
長
房
が
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白
『
尊
卑
分
脈
』
(
清
和
源
氏
伴
野
)

遠
光
|
|
1
光
朝
(
秋
山
氏
)

i
F
t
L
L
・

-

「

;

こ

可

庇

芋

蔓

(
小
笠
原
氏
)
「
長
清

4
l長
経
」

i
長
房
|
|
|
長
久

4
長
義
|
|
義
盛
|
|
頼
清

一

一

「

長

宗

|
L成
宗
号
一
宮

一

「

長

忠

|

|

長

政

i

ま
i一
室
」
貞
長

l
局
長
|
氏
長
鯨
議
長
耕
地
博
持
品
同
(
京
都
小
笠
原
氏
)

(
伴
野
氏
)
時
長
l
|時
直

l長
泰
綿
紙
幣
背
盛
時
れ
刊
「
貞
宗
医
官
政
長
敏
賠
戸
長
基
|
長
秀
(
信
濃
小
笠
原
氏
)

長
直
父
同
時
被
諒
了
「
政
経
七
郎
治
部
少
輔

「
泰
行
|
|
長
房
出
羽
守
康
永
天

2 

阿
波
小
笠
原
氏

C

「
幡
豆
小
笠
原
系
図
」

時
長
|
時
直
|
長
泰
|
盛
時
時
間
「
泰
一
房
器
描
桂
楢
韓
友
行
|
長
房
掛
抗
議
戸
長
春
販
車
販
鮮
側
同
長
頼
縦
割
語
一
一
一
月
、
於
丹
後
国

直
次
右
近
、
天
文
九
年
四
月
廿
二
日
討
死

直
正

1
土
日
次
忠
吉
公
之
家
長
被
付
、

一
=
城
領
三
万
石
、
後
笠
間
四
万
石
拝
領

長
正
悟
照
ほ
住
枠
性
月
廿
六
日
吉
春
|
|
某
ト
上
回
局
次

於
三
河
国
幡
豆
、
一
門
等
討
死
ゴ
ノ
-

D 

(
前
略
)

先
陣山

名
伊
豆
前
司
時
氏
帯
甲
育
、
後
騎
三
百
余
騎
、
各
帯
甲
胃
、

召
具
守
護
分
国
輩
等
云
々

随
兵

武
田
伊
豆
前
司
信
武
小
笠
原
兵
庫
助
政
長

(
十
人
略
)

帯
飢

(
八
人
略
)

小(武
笠一回左
原人伊
十略豆
郎)四
次郎
郎

政
光

(小(小(小
三笠四笠ー笠右
人原人原人原
略太田各又略七
)郎)三)郎

次郎昭
郎宗睦

イ寸 Jし

嗣

小

笠

原

源

蔵

人

秋

山

新

蔵

人

(

四

人

略

)

(

四

人

略

)

帯
制
輩
在
兄
弟
御
車
前
歩
行
(
中
略
)

御
兄
弟
御
車

(
中
略
)

随
兵

(
七
人
略
)

長
房

伴
野
出
羽
前
司
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(
二
人
略
)

(
後
略
)

の
ち
本
姓
の
小
笠
原
氏
を
名
乗
り
、
官
途
も
出
羽
守

(
D

は
出
羽
前
司
)
か
ら
蔵
人
に
変
わ
っ
た
と
考
え
る
よ

り
も
、

D
の
小
笠
原
源
蔵
人
そ
の
人
を
、
若
狭
守
護

代
と
な
る
長
房
と
み
な
す
方
が
よ
ほ
ど
自
然
で
は
な

か
ろ
、
っ
か
。

ニ
、
「
幡
豆
小
笠
原
系
図
」
の
信
濃
性

若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
房
が
、

B
の
伴
野
長
房
で

は
な
い
と
し
て
も
、

C
は
少
な
く
と
も
長
房
の
没
年

月
日
・
法
名
、
そ
の
子
長
春
の
官
途
・
出
家
時
期
・

法
名
が
「
守
護
次
第
」
「
今
富
次
第
」
の
所
伝
と
一

(
9
)
 

致
す
る
か
ら
、
一
見
信
頼
し
て
よ
い
よ
う
に
も
思
え

る
。
も
し
、

C
が
信
頼
で
き
る
と
す
れ
ば
、
若
狭
守

護
代
小
笠
原
氏
は
‘
小
笠
原
氏
の
分
流
、
伴
野
氏
に

出
自
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ

ろ
う
か
、
以
下
こ
の
系
図
の
信
湿
性
を
確
か
め
て
み

た
し

3 

C
の
長
頼
・
長
正
の
記
事
は
、
「
守
護
次
第
」
の

(
叩
)

伝
え
る
長
春
父
子
失
脚
事
件
に
か
か
わ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
の
で
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
「
守
護
次
第
」
の

所
伝
と
C
の
記
事
と
の
異
同
を
第
1
表
に
ま
と
め
て

河
村

将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
小
笠
原
長
一
房

小笠原長春父子失脚事件に関する「守護次第」と

「幡豆小笠原氏系図」の記事の異同

第 1表

事 項 「守護次第」 「幡豆小笠原氏系図」

ア 長春の子の通称・実名 三郎(実名表記ナシ) 小三郎長頼

イ 長春父子の死没形態 切腹 討死

ウ " 期日 応、永16年 3月 応永16年 3月

コニ " 場所 丹後国石河城 丹後国石河城

オ 小笠原氏一族蜂起の場所 三河国 三河国幡豆

カ " 討死の期日 応永15年12月26日 応永12年12月26日

キ 安芸守の長春との続柄 弟 孫

み
た
。
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
両
者
が
完
全
に
一
致
す

る
の
は
ウ
・
エ
の
み
で
、
他
に
オ
の
う
ち
の
三
河
、

カ
の
う
ち
の
月
日
が
共
通
す
る
が
、
残
り
は
異
な
る
。

C
の
矛
盾
点
は
こ
れ
ら
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ま
ず
、

長
正
の
兄
と
す
る
直
次
の
没
年
を
長
正
よ
り
二
二
五

年
も
後
の
天
文
九
年
(
一
五
四

O
)
と
し
た
り
、
前

略
部
分
で
は
長
房
(
時
長
の
兄
と
す
る
が
B
で
は
甥
)

の
子
に
、
慶
長
十
二
年
二
六

O
七
)
切
腹
し
た
と

い
う
吉
久
以
下
近
世
の
人
物
を
配
し
た
り
し
て
い
る
。

ま
た
、
長
春
と
共
に
切
腹
し
た
子
の
実
名
を
長
頼
と

す
る
が
、
お
そ
ら
く
明
徳
三
年
二
三
九
二
)
八
月
二

十
八
日
の
相
国
寺
供
養
の
際
、
一
色
満
範
の
随
兵
で

も
っ
と
も
重
職
の
掻
副
役
を
つ
と
め
た
小
笠
原
三
河

(
日
)

三
郎
満
房
が
、
長
春
の
子
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
系
図
の
欠
陥
、
と
い
う
よ
り
作
為
性
を

露
呈
し
て
い
る
の
は
、
盛
時
泰
房
|
泰
行
|
長
房

の
部
分
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
系
図
作
成
者
が
、
伴
野

長
房
と
小
笠
原
長
一
房
を
混
同
す
る
と
い
う
、
『
大
日

本
史
料
』
と
同
じ
過
ち
を
犯
し
た
こ
と
が
か
い
ま
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
房
を
泰
行
の
子

と
し
て
い
る
点
、
官
途
を
敢
え
て
出
羽
守
と
し
て
い

る
点
は
、
明
ら
か
に
天
龍
寺
供
養
随
兵
の
伴
野
長
房

を
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
盛
時
|
泰
一
房
一
の
部
分
は
、
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三
河
小
笠
原
氏
は
伴
野
盛
時
の
子
の
泰
房
を
始
祖
と

(ロ)

す
る
と
い
う
所
伝
を
前
提
に
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら

を
無
造
作
に
合
成
し
た
結
果
、

B
で
は
兄
弟
に
な
っ

て
い
る
盛
時
・
泰
行
が
祖
父
孫
の
関
係
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
こ
の
「
幡
豆
小
笠
原
系
図
」

は
、
史
実
を
反
映
す
る
部
分
よ
り
も
、
む
し
ろ
矛
盾

点
、
作
為
性
の
方
が
目
立
つ
、
き
わ
め
て
粗
雑
な
系

図
と
い
わ
さ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
最
後
に
記
す

土
口
次
は
、
注
記
の
通
り
犬
山
・
笠
間
藩
主
に
な
っ
た

(
日
)

こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
『
系
図
綜
覧
』
所
収
「
小

(
比
)

笠
原
系
図
橋
一
一
旦
」
に
よ
る
と
、
こ
の
吉
次
に
つ
な
が
る

小
笠
原
氏
は
、
遅
く
と
も
戦
国
期
に
は
三
河
幡
豆
郡

一
帯
に
婚
据
し
、
永
禄
七
年
(
一
五
六
四
)
に
松
平

(
徳
川
)
家
康
の
幕
下
に
入
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

長
春
失
脚
に
関
し
て
細
部
で
は
誤
り
な
が
ら
も
あ
る

程
度
史
実
を
反
映
し
て
い
て
、
こ
の
幡
豆
小
笠
原
氏

が
、
応
永
十
五
年
三
河
で
蜂
起
し
た
長
春
一
族
の
後

奇
で
あ
る
可
能
性
は
小
き
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
長
房
以
前
の
部
分
ま
で

C
の
主
張
を
認
め
る

に
は
、
あ
ま
り
に
問
題
点
が
多
す
ぎ
る
。
し
た
が
っ

て
、
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
の
系
譜
は
、
こ
の
系
図

を
離
れ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
幸
い
、
一
で

ふ
れ
た
小
笠
原
蔵
人
の
所
見
史
料
が
若
干
あ
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
逐
一
検
討
し
て
み
た
い
。

=
一
、
将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人

佐
藤
進
一
氏
は
、
平
時
将
軍
に
近
侍
す
る
近
習
や

儀
式
記
録
に
み
え
る
将
軍
供
奉
の
随
兵
こ
そ
将
軍
親

衛
軍
の
中
核
を
な
す
も
の
で
、
将
軍
と
の
聞
に
は
人

格
的
信
頼
と
忠
誠
に
裏
づ
け
ら
れ
た
支
配
服
従
関
係

(
日
)

が
成
立
し
て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
近

習
と
随
兵
の
区
別
の
有
無
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い

が
、
福
田
豊
彦
・
佐
藤
堅
一
両
氏
に
よ
れ
ば
、
将
軍

の
供
奉
な
ど
に
お
け
る
随
兵
と
帯
万
は
鎌
倉
期
以
来

区
別
さ
れ
て
お
り
、
室
町
期
に
は
前
者
は
守
護
家
武

士
聞
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は

(
日
山
)

近
習
が
つ
と
め
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
将

軍
供
奉
の
あ
り
方
は
明
徳
三
年
(
一
三
九
二
)
の
相

国
寺
供
養
の
時
に
は
明
確
に
み
ら
れ
る
が
、
康
永
四

年
ご
三
四
五
)
の
天
龍
寺
供
養
の
時
は
、
た
と
、
え

ば
、
前
掲
D
に
み
え
る
随
兵
の
小
笠
原
政
長
と
帯
叙

の
小
笠
原
政
経
は
兄
弟
で
あ
っ
て

(
B
参
照
)
、
こ
の

時
期
の
二
人
の
間
で
、
将
軍
と
の
関
係
に
お
い
て
ど

れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
っ
た
か
は
疑
問
が
な
く
も
な
い
。

し
か
し
、
全
体
的
に
み
れ
ば
、
随
兵
に
は
守
護
本
人

(
口
)

や
そ
の
嫡
子
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
帯
創
に
は
、

守
護
一
族
は
い
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
守
護
自
身

(
沼
)

や
そ
の
嫡
子
は
見
当
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
将
軍

と
の
間
に
「
人
格
的
信
頼
と
忠
誠
」
に
裏
づ
け
ら
れ

た
主
従
関
係
を
よ
り
強
く
結
ん
で
い
た
の
は
、
帯
叙

の
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
、
帯
創
に

列
し
て
い
る
小
笠
原
蔵
人
を
近
習
と
呼
ぶ
こ
と
は
許

さ
れ
よ
う
。

き
て
、
将
軍
近
習
と
し
て
の
小
笠
原
蔵
人
の
活
動

(
国
)

を
示
す
も
の
と
し
て
「
御
的
日
記
」
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
原
則
と
し
て
毎
年
正
月
に
将
軍
御
所
的
場
で
行

わ
れ
る
的
始
め
の
際
の
射
手
と
そ
の
成
績
を
記
録
し

た
も
の
で
、
元
弘
四
年
(
一
三
三
四
)
か
ら
寛
正
三

年
(
一
四
六
三
)
ま
で
-
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に

源
蔵
人
を
含
む
小
笠
原
氏
の
名
が
多
く
み
ら
れ
る
の

で
、
こ
れ
ら
を
南
北
朝
期
に
限
っ
て
抽
出
し
た
の
が
、

次
頁
の
第
2
表
で
あ
る
。
「
御
的
日
記
」
に
み
え
る

射
手
は
、
幕
府
開
創
前
の
一
元
弘
四
年
と
建
武
二
年
を

(
初
)

除
け
は
、
お
お
む
ね
将
軍
近
習
に
属
す
る
者
が
多
く

を
占
め
た
ら
し
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
南
北
朝
期
に

登
場
す
る
五
七
家
の
う
ち
室
町
期
の
奉
公
衆
と
姓
を

同
じ
く
す
る
家
が
三
四
家
も
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か

(
幻
)

が
え
る
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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「御的日記」にみえる小笠原氏(南北朝期)第 2表

(官途・通称)名前日月年名 前(官途・通称)日月年河
村

備前守貞治 2(1363)正， 14 {言i農守貞宗

(なし)

元弘 4(1334)正， 29 

備前守

(なじ)

(なし)

(なし)

11 3 (l364)正， 14 建武 2(1335)iE， 7 

11 4(1365)2， 17 i原蔵人長顕六郎11 4 (1337)正， 22 

11 5 (1366)正， 17 

11 6(1367)正， 25 

備前守

備前守太郎次郎孫四郎

11 7(1368)2， 16 

応安 2(1369)正， 28 

源蔵人長顕六郎11 4 (1345)正， 15 

i原蔵人六郎2， 27 

貞和 2(1346)正， 9 孫四郎備前守余ー11 3 (1370)正， 28 又六十郎源蔵人

(なし) 備前守孫四郎11 4(1371)正， 28 11 5 (1349) 8， 12 

備前守

備前守

備中守

11 5 (1372)正， 28 又六 i原蔵人六郎11 6(1350)正， 14 

文和 2(1353)正， 24 11 6 (1373)正， 25 (なし)

余ー

11 7(1374)4， 15 

11 8 (1375) 2， 30 

又七

又七

太郎行嗣

太郎次郎

民部少輔

民部少輔

山城守

康永 3(1344)正， 29 

11 3 (1354)正， 14 

11 4 (1355 )12， 20 

将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
小
笠
原
長
一
房

備前守

備前守

永和 2(1376) 2， 21 

11 3 (1377) 2， 30 民部少輔

民部少輔貞高

山城守

11 5(1356)2， l3 

延文 2(1357) 2， 13 

民部少輔山城守11 3 (1358) 3， 20 

b 

熊
野
御
参
詣
供
奉
人
康
永
三
年
五
月
十
七
日

浄
衣
着

(
八
人
略
)

(以後は嘉吉 2年まで小笠原氏の名ナシ)

き
て
、
第
2
表
に
よ
る
と
、

問
題
の
源
蔵
人
は
建
武
四
年

(
一
三
三
七
)
に
初
め
て
参
加

し
、
以
後
康
永
四
年
(
一
三
四

五

1
一
一
回
)
・
貞
和
二
年
(
一

三
四
六
)
・
同
六
年
の
計
五
回
(
二
一
人
略
)

参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
名
(
後
略
帯
太
刀
二
十
人
・
供
奉
人
二
十
七
人
等
)

は
長
顕
と
さ
れ
て
い
て
、
彼
を
こ
れ
は
足
利
直
義
が
新
熊
野
社
に
参
詣
し
た
折
の

の
ち
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
供
奉
人
を
示
す
も
の
で
、
こ
こ
で
は
小
笠
原
新
蔵
人

一
房
と
み
な
そ
う
と
す
る
本
稿
に
は
、
直
義
の
輿
の
左
脇
で
松
明
を
捧
げ
持
つ
役
を
つ

と
っ
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
障
と
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
帯
太
刀
」
で
な
く
、
「
浄

害
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
衣
着
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
翌
年
の
天
龍
寺
供
養
の

は
有
力
な
反
証
が
あ
る
。
そ
れ
時
と
同
じ
く
将
軍
近
習
と
し
て
の
勤
仕
と
考
、
ぇ
て
よ

は
次
に
掲
げ
る
『
師
守
記
』
康
か
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
新
蔵
人
」
「
今

永
三
年
五
月
十
七
日
条
で
あ
る
。
度
補
」
の
部
分
で
あ
る
。

E
は
『
師
守
記
』
の
地
の

文
で
は
な
く
、

a
の
冒
顕
に
「
以
或
仁
本
書
留
之
」

と
あ
る
よ
う
に
、

b
も
の
ち
に
入
手
し
た
資
料
を
書

き
留
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

a
-
b
と
も
に

伝
聞
記
事
で
は
な
く
、
そ
の
信
湿
性
は
き
わ
め
て
高

い
と
い
、
え
る
。
と
す
れ
ば
、
小
笠
原
蔵
人
は
こ
の
康

永
三
年
に
初
め
て
蔵
人
に
任
官
し
た
こ
と
に
な
り
、

建
武
四
年
も
康
永
四
年
も
と
も
に
「
源
蔵
人
長
顕
」

と
す
る
「
御
的
日
記
」
は
誤
り
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

松明

光
政

秋
山
新
蔵
人

松

明

今

度

補

小
笠
原
新
蔵
人

民部少輔

E 
a 同前秋松

播略中山明
磨)納新
主管 言蔵
HE  香 兼人

罪翌朝
立殿豆帯

大
刀
十
人

11 4(1359)2， 17 

小
笠
原
新
蔵
人

同
十
人
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(n) 
ぃ
。
換
言
す
れ
ば
、
康
永
三
年
以
降
の
源
蔵
人
の
実

名
を
長
顕
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
が
除
去
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
れ
を
長
房
と

み
る
余
地
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。

回
、
観
応
の
擾
乱
と
小
笠
原
蔵
人

小
笠
原
蔵
人
は
「
御
的
日
記
」
か
ら
貞
和
六
年
(
観

応
元

1
一
三
五

O
)
を
最
後
に
み
え
な
く
な
る
が
、

(
幻
)

翌
観
応
二
年
に
次
の
よ
う
な
所
見
文
書
が
あ
る
。

F
仁
和
寺
真
光
院
御
門
跡
領
阿
波
国
午
牧
庄
雑
掌
定

舜
申
嘗
庄
事
、
訴
状
副
具
書
如
此
、
新
開
新
兵
衛
尉

致
乱
妨
云
々
、
太
不
可
然
、
所
詮
一
宮
彦
次
郎
相

共
、
退
彼
輩
、
今
月
中
沙
汰
居
雑
掌
於
庄
家
、
任

先
例
可
被
全
所
務
、
若
不
絞
用
者
、
為
慮
罪
科
、

載
起
請
之
詞
可
被
注
申
、
使
節
緩
怠
者
、
可
有
殊

沙
汰
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

観
応
二
年
四
月
十
一
日
左
衛
門
佐
(
花
押
)

小
笠
原
源
蔵
人
殿

こ
れ
は
小
笠
原
源
蔵
人
に
対
し
て
、
一
宮
彦
次
郎

と
共
に
阿
波
国
牛
牧
庄
に
お
け
る
新
開
新
兵
衛
尉
の

違
乱
を
停
止
す
る
よ
う
命
じ
た
室
町
幕
府
引
付
頭
人

奉
書
で
、
小
笠
原
・
一
宮
は
遵
行
使
節
と
な
る
。
一

般
に
こ
の
種
の
遵
行
使
節
(
両
使
)
は
当
該
地
の
属

す
る
国
の
在
地
国
人
を
も
っ
て
当
て
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
も
B
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
阿
波
小
笠
原
氏
の

分
流
に
一
宮
氏
が
い
る
か
ら
(
成
宗
に
「
号
一
宮
L

の
注
記
が
あ
る
)
、

F
の
両
使
は
、
二
人
と
も
阿
波
小

笠
原
氏
の
出
身
で
あ
る
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。

し
か
し
、
南
北
朝
期
の
阿
波
小
笠
原
氏
は
一
貫
し
て

(
但
)

南
朝
方
と
し
て
活
動
し
て
い
る
し
、
小
笠
原
源
蔵
人

も
、
前
述
し
た
よ
う
に
前
年
ま
で
的
始
め
に
参
加
し

て
い
た
将
軍
近
習
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
両

使
の
二
人
、
特
に
小
笠
原
源
蔵
人
が
こ
の
時
期
に
阿

波
に
活
動
の
拠
点
を
置
い
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

小
笠
原
源
蔵
人
は
、
た
と
え
阿
波
小
笠
原
氏
の
出
身

だ
っ
た
と
し
て
も
、
動
乱
開
始
後
の
早
い
時
期
に
阿

波
を
離
れ
、
む
し
ろ
将
軍
と
の
関
係
を
強
め
て
い
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
将
軍
近
習
が

F
の
よ
う
な
遵
行
使
節

(
お
)

に
起
用
さ
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
の
時
の
小

笠
原
源
蔵
人
は
す
で
に
将
軍
近
習
で
は
な
か
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参

(
お
)

考
に
な
る
の
は
次
の
文
書
で
あ
る
。

G

佐
藤
蔵
人
元
清
申
軍
忠
事

観
応

右
去
年
一
一
六
月
廿
九
日
七
月
三
日
両
度
、
於
信

濃
国
府
郡
野
漣
宮
原
、
針
子
諏
方
信
濃
守
代
禰
津

孫
次
郎
、
致
散
々
太
万
打
、
(
中
略
)
同
(
十
月
)

廿
八
日
於
遠
江
田
引
関
宿
、
針
子
貴
良
殿
代
富
長
、

致
合
戦
忠
折
、
次
於
佐
江
中
山
馳
向
、
上
杉
率
千

騎
勢
押
上
之
慮
、
散
々
合
戦
追
散
敵
追
懸
訪
日
日
刊

新
屋
孫
十
郎
令
見
知
了
、
次
追
懸
敵
一
一
騎
切
落
、

小
笠
原
源
蔵
人
令
見
知
了
、
御
尋
候
者
、
不
可
有

其
億
候
、
同
十
二
月
十
日
諏
方
信
濃
守
以
下
凶
徒

等
、
率
数
千
騎
勢
寄
来
之
問
、
於
信
濃
国
小
勝
郡

夜
山
中
尾
、
針
子
禰
津
小
次
郎
、
致
散
々
太
万
打

追
退
敵
、
々
一
騎
切
落
、
小
笠
原
又
六
令
見
知
了
、

(
中
略
)

観
応
三
年
正
月
日

兵
庫
守

承

了

在

判

右
の
軍
忠
状
が
伝
え
る
合
戦
は
、
観
応
二
年
(
一

三
五
二
六
月
か
ら
同
年
十
二
月
に
か
け
て
、
信
濃
、

遠
江
な
ど
で
直
義
党
と
戦
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
う
ち
遠
江
佐
江
(
与
)
中
山
に
お
け
る
上
杉
憲
顕

(
幻
)

勢
と
の
合
戦
の
証
人
に
小
笠
原
源
蔵
人
の
名
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
「
兵
庫
守
」
と
注
記
す
る
証
判
主
に

つ
い
て
、
『
大
日
本
史
料
』
は
「
小
笠
原
政
長
カ
」

(
お
)

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
比
定
に
は
疑
問
も
残
る
。
し

か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
局
的
に
は
、

G
の
伝

え
る
一
連
の
合
戦
は
、
こ
の
頃
尊
氏
か
ら
し
ば
し
ば
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「
早
相
催
一
一
族
井
分
国
軍
勢
」
し
て
直
義
党
討
伐
に

(
鈎
)

当
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
た
、
信
濃
小
笠
原
氏
の
惣

領
、
政
長
の
軍
事
指
揮
に
よ
る
も
の
と
み
て
大
過
な

い
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
小
笠
原
蔵
人
は
も
は
や
将

軍
近
習
の
立
場
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に、

G
に
小
笠
原
又
六
が
や
は
り
証
人
と
し
て
み
え

る
の
を
始
め
、
佐
藤
元
清
も
参
戦
し
た
同
年
六
月
二
十

九
日
の
信
濃
野
辺
宮
原
合
戦
に
お
け
る
尊
氏
党
の
中

に
、
小
笠
原
為
経
・
同
十
郎
次
郎
・
同
五
郎
太
郎
の

(
初
)

名
が
み
え
る
。
右
の
う
ち
又
六
は
「
御
的
日
記
」
(
第

2
表
)
に
、
十
郎
次
郎
は
天
龍
寺
供
養
の
帯
創

(
D
)

に
そ
れ
ぞ
れ
所
見
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
蔵
人
と
同

様
、
か
つ
て
は
将
軍
近
習
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

蔵
人
と
又
六
が
観
応
元
年
を
最
後
に
「
御
的
日
記
」

か
ら
消
え
る
の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
こ
の
年

正
月
(
第
2
表
)
か
ら
翌
年
四
月

(
F
)
ま
で
の
聞

に
将
軍
近
習
の
地
位
を
失
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
し
右
の
想
定
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

経
緯
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
は
そ
れ

は
観
応
二
年
正
月
十
六
日
の
尊
氏
父
子
の
京
都
脱
出

で
は
な
い
か
と
考
、
え
る
。
こ
の
前
日
、
直
義
党
の
桃

井
直
常
が
北
陸
か
ら
大
挙
し
て
入
京
す
る
な
ど
、
一

河
村

挙
に
直
義
方
の
軍
事
的
優
勢
と
な
り
、
こ
の
日
に
は(

担
)

小
笠
原
政
長
を
始
め
多
く
の
諸
将
が
直
義
方
に
転
じ

つ
い
に
尊
氏
ら
は
丹
波
を
経
て
播
磨
に
没
落
し
た
。

こ
の
尊
氏
の
敗
走
は
、
当
然
将
軍
近
習
に
大
き
な
動

揺
を
も
た
ら
し
た
に
違
い
な
く
、
実
際
こ
の
時
直
義

方
に
走
っ
た
近
習
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ

れ
は
小
笠
原
氏
と
同
族
で
も
あ
る

(
B
)
秋
山
新
蔵

人
光
政
で
あ
る
。
彼
は
直
義
の
新
熊
野
社
参
詣
、
天

龍
寺
供
養
の
両
度
の
供
奉
で
、
小
笠
原
蔵
人
と
ま
っ

た
く
同
じ
立
場
で
参
加
し

(
E
・
D
)
、
「
御
的
日

記
」
で
も
蔵
人
と
同
じ
く
建
武
四
年
(
一
三
三
七
)

か
ら
登
場
し
て
観
応
元
年
(
一
三
五

O
)
を
最
後
に

消
え
る
。
こ
の
秋
山
は
、
尊
氏
が
直
義
と
い
っ
た
ん

和
解
し
て
兵
庫
か
ら
京
都
に
帰
ろ
う
と
し
た
観
応
二

(
認
)

年
二
月
当
時
、
直
義
陣
営
に
い
た
の
で
あ
る
。
秋
山

が
観
応
元
年
正
月
か
ら
翌
年
ニ
月
ま
で
の
聞
に
将
軍

近
習
か
ら
直
義
方
に
転
身
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
契

機
は
、
先
に
推
測
し
た
尊
氏
の
京
都
落
ち
が
も
っ
と

も
ふ
さ
わ
し
い
。

前
掲
F
は
、
尊
氏
・
直
義
の
和
解
が
二
応
成
っ
た

も
の
の
、
直
義
主
導
下
で
幕
政
が
行
わ
れ
て
い
た
時

期
に
当
る
。
当
時
の
阿
波
守
護
細
川
頼
春
は
尊
氏
党

(
お
)

で
あ
っ
た
た
め
に
、
遵
行
命
令
が
彼
に
下
さ
れ
ず
に
、

将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
小
笠
原
長
房

小
笠
原
蔵
人
ら
の
起
用
と
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
小

笠
原
蔵
人
も
秋
山
と
同
じ
よ
う
に
観
応
の
擾
乱
を
機

に
直
義
方
に
転
じ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
周
年
の
う
ち
に
尊
氏
・
直
義
は
再
び
対
立
し
、

直
義
の
東
国
落
ち
と
な
る
が
、
小
笠
原
蔵
人
は
今
度

は
尊
氏
方
に
ふ
み
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
、
か
つ
て
の

近
習
に
復
帰
す
る
こ
と
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
や
は
り
尊
氏
方
に
与
し
た
小
笠
原
政
長
の
軍
事

指
揮
の
も
と
遠
江
な
ど
で
直
義
党
と
の
合
戦
に
参
陣

し
た
の
で
あ
る
。
「
人
格
的
信
頼
と
忠
誠
」
に
裏
づ

け
ら
れ
る
べ
き
将
軍
と
近
習
の
聞
の
主
従
関
係
は
容

易
に
は
修
復
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
御
的
日

記
」
に
お
い
て
、
観
応
の
擾
乱
を
は
さ
む
前
後
の
射

手
を
、
観
応
元
年
以
前
と
文
和
年
間
に
限
っ
て
比
べ

る
と
、
両
方
に
共
通
し
て
み
え
る
の
が
海
老
名
彦
三

(
泌
)

郎
た
だ
一
人
と
い
う
の
も
、
観
応
の
擾
乱
が
将
軍
近

習
に
与
え
た
衝
撃
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
笠
原
蔵
人
は
尊
氏
・
直
義
の
再
離

反
後
小
笠
原
氏
の
本
宗
家
と
も
い
う
べ
き
信
濃
小
笠

原
氏
の
軍
事
指
揮
下
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
彼
が
小

笠
原
一
族
と
し
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
(
小
笠
原
政
長
は
「
一
族
井
分
国
軍
勢
」
の
動

員
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
)
。
前
に
、
蔵
人
は
阿
波
小
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第
三
十
四
巻
一
号

と

と

す

る

。

つ

い

で

在

京

守

護

代

と

お

ぼ

し

き

地

位

に

あ

っ

た

こ

又
六
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
蔵
人
と
同
じ
く
観
応
と
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明

元
年
を
最
後
に
「
御
的
日
記
L

か
ら
消
え
る
と
と
も
徳
五
年
(
応
永
元

l
一
三
九
四
)
「
二
十
一
日
方
評
定

(
お
)

に
、
翌
年
小
笠
原
政
長
の
軍
事
指
揮
下
で
信
濃
に
お
引
付
」
七
月
二
十
八
日
条
に
次
の
よ
う
な
二
通
の
文
書

い
て
直
義
党
と
戦
っ
て
い
る
が

(
G
)
、
『
尊
卑
分
脈
』
が
あ
る
。

(
B
)
に
よ
る
と
、
氏
長
以
下
の
歴
代
が
又
六
を
称

H
a
(
前
略
)
抑
執
行
屋
敷
事
、
不
思
寄
、
先
日
若

し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
系
統
、
す
な
わ
ち
京
都
小
笠
州
守
護
代
小
笠
原
如
此
口
入
候
、
迷
惑
候
、
若

原
氏
(
奉
公
衆
)
に
属
す
る
可
能
性
が
高
い
。
又
六
州
少
所
知
行
事
候
之
問
、
如
此
所
用
等
連
々
令

の
笑
名
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
B
に
み
え
る
氏
長
、
申
候
、
不
問
者
、
又
菟
角
少
所
違
乱
候
ぬ
と
存

も
し
く
は
満
長
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
候
、
可
如
何
候
哉
、
(
中
略
)

(
お
)

も

、

か

つ

て

将

軍

近

習

に

あ

っ

て

観

応

の

擾

乱

を

機

六

月

廿

六

日

宗

助

に
信
濃
小
笠
原
氏
の
軍
事
指
揮
下
に
入
っ
た
又
六
の
宝
厳
院
僧
都
御
一
房

小
笠
原
状
案

系
統
が
、
の
ち
奉
公
衆
に
な
っ
て
い
っ
た
点
は
認
め

b
東
寺
執
行
歎
申
坊
敷
事
、
就
帯
御
判
御
教
書
、

五

、

小

笠

原

源

蔵

人

と

て

よ

か

ろ

う

。

す

な

わ

ち

、

又

六

は

、

た

と

え

ば

信

可

歎

申

入

公

方

之

由

被

申

候

、

可

然

之

様

得

御

若

狭

守

護

代

小

笠

原

長

房

濃

小

笠

原

氏

に

従

っ

て

信

濃

な

ど

に

土

着

す

る

の

で

意

候

者

、

殊

畏

入

候

之

由

、

可

有

御

披

露

候

、

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
小
笠
原
蔵
人
な
く
、
活
動
の
拠
点
は
京
都
か
ら
移
さ
な
か
っ
た
こ
恐
々
謹
言
、

申・

が

若

狭

守

護

代

小

笠

原

長

房

と

結

び

つ

く

か

ど

う

か

、

と

を

意

味

す

る

。

以

上

が

又

六

の

選

択

し

た

道

だ

っ

六

月

九

日

備

前

守

、

、

判

そ
の
可
能
性
を
以
下
探
っ
て
お
き
た
い
。
観
応
二
年
た
と
す
れ
ば
、
彼
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
行
動
を
と
謹
上
大
京
僧
都
御
房

(
一
三
五
こ
十
一
月

(
G
)
以
後
の
小
笠
原
蔵
人
っ
た
と
み
ら
れ
る
小
笠
原
蔵
人
も
ま
た
、
近
習
に
こ
こ
れ
は
、
東
寺
執
行
厳
稔
が
勘
落
さ
れ
た
針
小
路

の
動
静
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
は
、
今
の
と
こ
ろ
管
そ
復
帰
し
な
か
っ
た
が
、
京
都
か
ら
は
離
れ
な
か
っ
大
宮
の
敷
地
の
返
付
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、

見

に

ふ

れ

て

い

な

い

の

で

ま

っ

た

く

不

明

で

あ

る

。

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

小

笠

原

備

中

守

が

口

入

し

て

い

る

こ

と

を

示

す

も

の

そ
こ
で
、
ま
ず
彼
と
同
様
の
道
を
歩
ん
だ
と
思
わ
れ
と
こ
ろ
で
、
南
北
朝
末
・
室
町
初
期
に
お
い
て
小
で
あ
る
。
応
永
元
年
当
時
の
若
狭
守
護
代
は
「
三
河

る
同
族
の
小
笠
原
又
六
の
例
か
ら
類
推
し
て
み
る
こ
笠
原
長
房
の
き
わ
め
て
近
い
一
族
が
、
将
軍
近
習
、
入
道
浄
鎮
」
を
名
乗
る
小
笠
原
長
房
で
あ
る
か
ら

(
A
)
、

8 

笠
原
氏
出
身
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
た
と

え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
早
い
時
期
に
活
動
の
拠

点
を
京
都
に
移
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
て
お
い
た

が
、
京
都
で
の
蔵
人
は
、
将
軍
近
習
と
し
て
の
立
場

を
固
め
て
い
き
な
が
ら
も
、
幕
府
方
の
有
力
部
将
と

し
て
活
躍
す
る
信
濃
小
笠
原
氏
と
の
接
触
の
機
会
も

少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、

阿
波
小
笠
原
氏
よ
り
も
信
濃
小
笠
原
氏
へ
の
帰
属
意

識
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
尊
氏
敗
走
の
際
、

小
笠
原
政
長
の
尊
氏
方
離
反
は
、
蔵
人
の
去
就
を
決

定
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
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b
の
備
中
守
は
長
房
一
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、

a
は
な
ぜ
備
中
守
の
こ
と
を
「
若
州
守
護
代
」
と
い

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
可
能
性
と
し
て
は
、
①

東
寺
寺
務
宗
助
の
誤
解
、
②
備
中
守
の
詐
称
な
ど
も

考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
若
狭
に
寺
領
太
良
庄

(
a
の
「
若
州
少
所
」
)
を
も
っ
て
い
る
東
寺
と
若
狭

守
護
代
小
笠
原
氏
の
関
係
を
勘
案
す
れ
ば
、
①
②
と

も
に
考
え
に
く
い
。
私
は
、
備
中
守
の
地
位
を
在
京

守
護
代
と
す
れ
ば
、
比
較
的
無
理
な
く
理
解
で
き
る

(
幻
)

と
考
え
る
。
た
と
え
そ
う
で
な
く
て
も
(
右
の
①
②

の
場
合
で
も
)
、

H
は
小
笠
原
備
中
守
が
若
狭
守
護
代

小
笠
原
長
房
と
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
同
族
で

あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
、
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
備
中
守
は
前
掲
第
2
表
の
応
安

七
年
(
一
三
七
四
)
に
み
え
る
備
中
守
と
同
一
人
と

(
お
)

み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
か
つ
て
将
軍
近
習
の

立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
備
中
守

と
同
族
の
小
笠
原
長
一
房
も
本
来
の
根
拠
地
は
京
都
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
小
笠
原

長
房
の
出
自
を
将
軍
近
習
と
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
憶

測
を
い
く
ら
か
で
も
補
強
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

今
の
と
こ
ろ
又
六
の
行
動
、

9 

河
村

お
よ
び
備
中
守
の
事

例
か
ら
の
憶
測
以
外
に
観
応
の
擾
乱
以
後
の
蔵
人
の

動
静
を
知
る
手
だ
て
が
な
い
た
め
に
、
安
易
な
推
論

は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
応
右
の
よ
う
に

想
定
し
て
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
の
ち
、

一
色
範
光
の
も
と
で
若
狭
守
護
代
と
な
る
小
笠
原
源

蔵
人
大
夫
長
房
と
、
か
つ
て
将
軍
近
習
で
あ
り
、
観

応
の
擾
乱
を
機
に
そ
の
地
位
を
失
っ
た
小
笠
原
蔵
人

を
結
び
つ
け
る
条
件
は
、
十
分
と
は
い
え
な
い
ま
で

も
生
ま
れ
て
く
る
。

一
色
範
光
の
父
範
氏
、
兄
直
氏
は
、
動
乱
開
始
以

来
二
十
年
余
り
も
鎮
西
管
領
と
し
て
九
州
に
在
障
し

(
泊
)

て
、
南
朝
方
と
の
戦
闘
に
忙
殺
さ
れ
た
。
こ
の
間
範

光
も
父
・
兄
と
共
に
九
州
に
あ
っ
た
が
、
一
色
氏
と

九
州
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
最
後
の
徴
証
が
延
文
二

(
叫
)

年
(
一
三
五
七
)
九
月
で
、
翌
三
年
十
二
月
二
十
一
日

の
義
詮
の
将
軍
宣
下
式
に
は
直
氏
・
範
光
兄
弟
の
参

(
叫
)

列
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
、
範
光
ら
は
延
文
二

1
三
年

頃
帰
京
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
は
小
笠
原

蔵
人
は
す
で
に
将
軍
近
習
の
地
位
を
離
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
か
ら
、
も
し
又
六
と
同
じ
よ
う
に
京
都
に

い
た
と
す
れ
ば
、
一
色
氏
と
の
出
会
い
は
可
能
と
な

る。

将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
房 一

色
氏
の
九
州
経
営
は
結
果
的
に
失
敗
に
終
わ
り

帰
京
後
の
一
色
氏
の
消
息
が
、
右
に
ふ
れ
た
将
軍
宣

下
式
参
列
を
除
け
ば
、
延
文
四
年
(
一
三
五
九
)
十

二
月
に
直
氏
が
義
詮
の
摂
津
出
陣
に
従
軍
し
た
こ
と

(
位
)

が
伝
わ
る
程
度
で
、
範
氏
・
直
氏
の
没
年
さ
え
、
諸

系
図
に
み
え
な
い
。
こ
れ
は
、
帰
京
後
の
一
色
氏
が
、

お
そ
ら
く
九
州
経
営
の
失
敗
の
責
任
を
間
わ
れ
て
冷

遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ほ
と
ん
ど
九
州
を
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
勘
案

す
れ
ば
、
一
色
氏
直
臣
団
は
、
畿
内
近
国
に
守
護
職

を
も
っ
他
の
足
利
一
門
に
比
べ
て
き
わ
め
て
貧
弱
で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
一
方
の
小
笠
原

蔵
人
は
、
将
軍
近
習
に
復
帰
で
き
な
い
ま
ま
、
京
都

で
再
起
の
機
会
を
求
め
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ

う
し
た
両
者
の
置
か
れ
た
状
況
が
、
小
笠
原
蔵
人
の

一
色
氏
被
官
化
、
さ
ら
に
、
わ
ず
か
十
年
足
ら
ず

の
聞
に
守
護
代
に
起
用
さ
れ
る
程
の
急
速
な
昇
進
を

も
た
ら
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
(
1
)

佐
藤
進
一

J
盃
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
上
(
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
)
一
一
一
一

1
二
二
三

頁
、
今
谷
明
「
室
町
幕
府
と
守
護
職
論
」
(
今
谷
明
・

藤
枝
文
忠
編
『
室
町
幕
府
守
護
職
家
事
典
』
上
巻
、

新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
八
年
)

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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(
2
)

小
笠
原
長
一
房
一
か
ら
三
方
範
忠
ま
で
の
三
人
は
「
若

狭
国
守
護
職
次
第
」
(
『
群
書
類
従
』
四
)
に
よ
っ
て

従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
三
方
忠
治
に
つ
い
て
は

永
享
九
年
十
月
二
十
三
日
三
方
忠
治
遵
行
状
(
『
壬

生
家
文
書
』
三
三
六
号
)
に
よ
っ
て
そ
の
在
職
が
確

認
さ
れ
、
そ
の
他
に
も
若
干
の
徴
証
が
あ
る
が
、
三

方
氏
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
に
行
い
た
い
。

(
3
)

拙
稿
「
南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原

氏
に
つ
い
て
」
(
『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
九
巻
)
。

以
下
別
稿
と
よ
ぶ
の
は
こ
の
拙
稿
を
指
す
。

(
4
)

『
群
書
類
従
』
四

(
5
)

同
前

(
6
)

『
諸
家
系
図
纂
』
所
収
「
幡
一
旦
小
笠
原
系
図
」
は

『
系
図
綜
覧
』
所
収
の
も
の
と
同
本
と
忠
わ
れ
る
の

で
、
以
下
『
系
図
綜
覧
』
所
収
本
に
拠
っ
た
。

(
7
)
『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之
二

|
l以
下
『
史
料
』

七
|
二
の
如
く
略
記
|
|
t
八
八
二
頁

(
8
)

『
史
料
』
六

l
九
、
二
三
六

i
三
二
六
頁
に
収
載
。

う
ち
、
随
兵
の
メ
ン
バ
ー
を
列
記
す
る
の
は
、
『
園

太
暦
』
・
『
師
守
記
』
・
「
天
龍
寺
供
養
日
記
」
(
結
城

文
書
)
・
「
天
龍
寺
供
養
記
録
」
・
『
太
平
記
』
の
五
点

で
、
「
天
龍
寺
供
養
日
記
」
の
み
実
名
を
注
記
す
る

(
た
だ
し
全
員
で
は
な
い
)
。

(
9
)

長
春
に
つ
い
て
、
「
守
護
次
第
」
は
A
に
引
い
た

よ
う
に
蔵
人
大
夫
↓
三
河
守
↓
(
出
家
)
↓
三
河
入

道
明
鎮
と
し
、
「
今
富
次
第
」
は
「
応
永
四
年
九
月

十
七
日
小
笠
原
浄
鎮
死
去
之
後
、
子
息
蔵
人
大
夫
長

春
、
後
に
応
永
八
年
卯
月
に
出
家
、
号
三
河
入
道
明

錬
」
と
す
る
。

(
叩
)
こ
の
事
件
は
、
応
永
十
三
年
十
月
一
日
長
春
父

子
が
京
都
一
色
邸
で
拘
禁
さ
れ
、
丹
後
石
河
城
に
幽

閉
さ
れ
た
末
、
同
十
六
年
三
月
切
腹
し
た
。
一
方
、

一
族
が
三
河
で
蜂
起
し
て
、
同
十
五
年
十
二
月
二
十
六

日
数
十
人
が
討
死
し
た
。
こ
の
事
件
の
背
景
に
つ
い

て
は
別
稿
で
憶
測
を
加
え
て
お
い
た
。

(
日
)
「
相
国
寺
供
養
記
」
(
『
群
書
類
従
』
一
一
四
)
。
こ

の
当
時
の
小
笠
原
長
一
房
は
出
家
し
て
い
て
「
三
河
入

道
(
浄
鎮
)
」
を
称
し
、
そ
の
子
長
春
は
蔵
人
大
夫

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
長
春
は
応
永
七
年
八
月

(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
、
天
龍
寺
文
書
二
二
号
)

以
降
、
翌
年
四
月
の
出
家
(
注
9

「
今
富
次
第
」
)
以

前
の
聞
に
三
河
守
を
名
乗
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
満
房
を
長
春
の
子
と
す
る
と
、
子
の
方
が
父

よ
り
先
に
三
河
を
称
し
、
し
か
も
そ
の
時
祖
父
が
三

河
入
道
を
名
乗
っ
て
い
る
と
い
う
、
不
自
然
な
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
掻
副
役
は
ど
の
守
護
家
武
士
団

で
も
守
護
代
家
の
も
の
が
つ
と
め
て
い
る
こ
と
、
し

か
も
こ
の
時
の
随
兵
は
必
ず
し
も
当
時
の
各
家
の
当

主
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
主
の
嫡
子
が
多
か
っ
た
ら

し
い
こ
と
(
拙
稿
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力

構
造
」
一
、
『
若
越
郷
土
研
究
』
二
三
二
)
、
三
郎

と
い
う
通
称
が
「
守
護
次
第
」
と
一
致
す
る
こ
と
、

そ
し
て
、
三
河
守
は
長
房
以
下
の
若
狭
守
護
代
小
笠

原
氏
嫡
流
の
官
途
と
し
て
世
襲
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど

を
勘
案
し
て
満
房
を
長
春
の
嫡
子
(
当
時
の
惣
領
長

一
一
房
の
嫡
孫
)
と
推
定
し
た
。

(
ロ
)
「
小
笠
原
三
家
系
図
」
(
『
続
群
書
類
従
』
五
下
)

の
「
三
河
小
笠
原
系
図
」
に
よ
る
と
、

B
-
C
に
も

み
え
る
よ
う
に
、
安
達
泰
盛
(
域
入
道
)
の
乱
に
際

し
て
伴
野
盛
時
ら
が
討
た
れ
た
が
、
そ
の
子
泰
房
が

三
河
大
陽
寺
庄
に
没
落
し
て
三
河
小
笠
原
氏
の
始
祖

と
な
っ
た
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
系
図
の
記
載
は
泰

房
で
終
わ
っ
て
い
る
。

(
日
)
『
日
本
史
綜
覧
』

W
(
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八

四
年
)
「
各
藩
変
遷
表
」
「
改
易
大
名
表
」
に
よ
れ

ば
、
小
笠
原
吉
次
は
尾
張
犬
山
・
下
総
佐
倉
・
常
陸

笠
聞
の
各
藩
主
を
歴
任
し
た
が
、
慶
長
十
四
年
改
易

さ
れ
た
。

(
U
H
)

本
文
に
掲
げ
た

C
の
前
書
と
も
い
う
べ
き
も
の
と

思
わ
れ
、
詞
書
と
永
禄
期
の
文
書
六
点
か
ら
な
り
、

系
図
部
分
は
な
い

(
C
と
一
体
の
も
の
か
も
知
れ
な

(
日
)
佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
論
」

日
本
歴
史
』
中
世
3
)

(
日
)
福
田
豊
彦
・
佐
藤
堅
一

旧
版
『
岩
波
講
座

「
室
町
幕
府
将
軍
権
力
に

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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関
す
る
一
考
察

l
将
軍
近
習
を
中
心
と
し
て
|
」

(
『
日
本
歴
史
』
二
二
八
・
二
二
九
)

(
げ
)
た
と
、
之
ば
、
先
陣
の
随
丘
ハ
に
甲
斐
・
安
芸
の
守
護

武
田
信
武
や
信
濃
守
護
小
笠
原
貞
宗
の
嫡
子
政
長
が

み
え
る
。

(
日
)
帯
叙
三
十
二
人
の
中
で
の
ち
守
護
と
な
る
者
は
佐
々

木
佐
渡
五
郎
左
衛
門
尉
高
秀
た
だ
一
人
で
あ
る
。
し

か
し
、
彼
が
近
江
守
護
に
な
っ
た
の
は
、
兄
秀
綱
が

先
に
没
し
た
か
ら
で
あ
り
、
秀
綱
が
存
命
し
て
い
た

天
龍
寺
供
養
当
時
の
高
秀
は
佐
々
木
家
の
嫡
子
で
は

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
『
続
群
書
類
従
』
二
三
下

(
初
)
こ
の
両
年
の
射
手
二
十
四
人
の
中
に
は
、
の
ち
守
護

に
な
る
も
の
が
五
人
(
仁
木
頼
章
・
細
川
頼
春
・
大

高
重
成
・
小
笠
原
貞
宗
・
仁
木
義
長
)
含
ま
れ
て
い

て
、
以
後
の
射
手
の
構
成
と
は
や
や
性
格
を
異
に
し

て
い
る
。

(
幻
)
「
御
的
日
記
」
の
康
永
三
年
と
翌
年
(
二
回
)
の

射
手
十
七
人
(
実
数
)
を
、
天
龍
寺
供
養
(
康
永
四

年
)
の
際
の
随
兵
・
帯
叙
の
中
に
求
め
る
と
、
蔵
人

を
含
む
六
人
が
帯
飢
に
、
一
人
(
武
田
甲
斐
守
盛
信
)

が
随
兵
に
そ
れ
ぞ
れ
み
え
、
残
り
の
十
人
の
う
ち

五
人
は
帯
剣
の
中
に
同
姓
の
者
が
い
る
。
数
値
的
に

は
必
ず
し
も
高
い
相
関
度
と
は
い
え
な
い
が
、
的
始

め
の
射
手
が
将
軍
近
習
か
ら
選
ば
れ
る
傾
向
が
あ
っ

河
村

た

こ

と

は

認

め

て

よ

か

ろ

う

。

一

宮

六

郎

次

郎

成

光

跡

」

と

み

え

、

B
の
成
宗
と
も
合
わ
せ

(
幻
)
「
御
的
日
記
」
は
応
仁
以
後
、
京
都
小
笠
原
氏
の
て
、
「
成
」
を
通
字
と
す
る
一
宮
氏
が
阿
波
に
所
職
を

手
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
と
み
ら
れ
(
『
群
書
解
題
』
も
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
成

三
、
甲
田
利
氏
執
筆
)
、
そ
の
意
味
で
は
小
笠
原
氏
関
光
は
南
朝
方
で
あ
る
か
ら
、

F
の
彦
次
郎
と
直
接
的

係
の
記
事
は
信
頼
度
が
高
い
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
関
係
は
な
い
。

が
、
後
世
の
編
纂
物
に
は
違
い
な
く
、
同
時
代
記
録
(
お
)
所
務
沙
汰
の
進
行
、
下
地
の
打
渡
は
、
守
護
も
し

た
る
『
師
守
記
』
の
信
頼
度
に
は
及
は
な
い
。
な
お
、
く
は
在
地
国
人
に
命
じ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、

射
手
の
す
べ
て
に
実
名
表
記
の
あ
る
の
は
文
和
五
年
た
と
、
え
ば
、
若
狭
で
は
守
護
斯
波
高
経
が
失
脚
し
た

の
み
で
、
あ
と
は
す
べ
て
が
官
途
・
通
称
ど
ま
り
か
、
直
後
の
貞
治
五
年
八
月
、
寺
社
本
所
領
を
還
付
す
る

一
部
に
の
み
実
名
が
あ
る
だ
け
で
、
あ
る
い
は
、
編
の
に
、
「
守
護
未
補
之
問
、
下
遣
京
都
奉
行
人
、
各
一

集
の
際
参
照
さ
れ
た
原
資
料
は
原
則
と
し
て
官
途
・
同
沙
汰
付
云
々
し
(
『
史
料
』
六
二
七
、
三
九
二
頁
、

通
称
ま
で
で
、
実
名
を
付
す
の
は
、
別
の
資
料
に
も
「
後
愚
昧
記
」
同
年
八
月
一
八
日
条
)
と
て
、
幕
府

と
、
つ
い
て
、
編
集
者
、
も
し
く
は
書
写
者
が
施
し
た
奉
行
人
に
よ
っ
て
下
地
打
渡
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ

注
記
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
っ
た
(
名
田
庄
・
太
良
庄
で
の
徴
証
が
『
史
料
』
六

(
幻
)
『
史
料
』
六
一
四
、
九
五
四
i
九
五
五
頁
、
仁
二
七
、
四
四
七
・
四
五
八
頁
に
み
え
る
)
。
し
か
し
、

和

寺

文

書

将

軍

近

習

が

か

か

る

役

務

に

当

る

例

は

管

見

に

ふ

れ

(
弘
)
『
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
、
建
武
三
年
六
月
、
東
坂
て
い
な
い
。

本
に
馳
せ
参
じ
た
宮
方
の
中
に
「
阿
波
・
淡
路
ヨ
リ
(
お
)
『
史
料
』
六
一
五
、
九
四
j
九
五
頁
、
佐
藤
文
書

阿
問
・
志
知
・
小
笠
原
人
々
」
が
み
え
(
巻
一
七
)
、
(
幻

)

G
に
は
こ
の
合
戦
の
期
日
を
記
さ
な
い
が
、
「
鶴
岡

以
後
、
頼
清
を
惣
領
と
す
る
阿
波
小
笠
原
氏
は
南
朝
社
務
記
録
」
(
『
史
料
』
六

l
一
五
、
五
六
七
百
九
)
に

方
と
し
て
活
動
し
た
(
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
十
一
月
五
日
と
す
る
。

展
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

O
年
、
九
五
(
お
)
正
平
六
(
観
応
二
)
年
十
二
月
二
十
三
日
足
利
義
詮

百
円
、
注
7
参
照
)
。
な
お
、
文
和
元
年
十
二
月
二
十
二
日
袖
判
下
文
(
『
史
料
』
六
|
一
五
、
七

O
五
頁
、
勝
山

足
利
義
詮
袖
判
下
文
(
『
史
料
』
六
一
七
、
三
二
七
小
笠
原
文
書
)
の
宛
所
は
「
小
笠
原
遠
江
守
政
長
」

頁
、
安
宅
文
書
)
に
は
「
阿
波
国
萱
嶋
地
頭
職
跡
と
あ
り
、
翌
年
正
月
十
九
日
付
で
尊
氏
は
信
濃
春
近

将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
房
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領
を
小
笠
原
遠
江
守
(
政
長
)
に
、
同
領
関
所
分
を

小
笠
原
兵
庫
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
安
堵
し
て
い
る
こ
と
か

ら
(
『
史
料
』
六

l
一
六
、
四
四
頁
、
同
文
書
)
、
少
な

く
と
も
箪
忠
状
の
日
付
観
応
三
年
正
月
当
時
の
小
笠

原
兵
庫
頭
は
政
長
と
は
別
人
で
あ
る
(
『
信
濃
史
料
叢

書
』
は
政
長
の
子
、
長
基
と
す
る
)
。
た
だ
し
、
政
長

は
系
図
に
は
兵
庫
頭
の
官
途
を
載
せ
て
い
て
、
軍
忠

状
の
案
文
作
成
者
が
証
判
主
を
政
長
と
認
識
し
て
い

た
可
能
性
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
。

(
m
U
)

観
応
二
年
八
月
十
日
、
お
よ
び
同
年
十
月
五

日
小
笠
原
遠
江
守
宛
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
(
『
史

料
』
六
|
一
五
、
一
八
八
・
四
七
五
頁
、
勝
山
小
笠

原
文
書
)

(
初
)
正
平
七
年
正
月
日
武
田
文
元
軍
忠
状
(
『
史
料
』

六
|
一
五
、
九
二
一
l
九
四
頁
、
浅
草
文
庫
本
「
古
文

室
百
」
)

(
訂
)
『
園
太
暦
』
観
応
二
年
正
月
十
六
日
条

(
M
M
)

「
観
応
二
年
目
次
記
」
二
月
二
十
六
日
条
(
『
史
料
』

六
!
一
四
、
八
一
五
百
円
)
に
よ
る
と
、
高
師
直
兄
弟

が
、
こ
の
日
兵
庫
を
発
っ
た
尊
氏
の
供
奉
を
し
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
直
義
は
尊
氏
と
師
直
兄
弟
の
聞
を

三
里
程
隔
て
さ
せ
結
局
途
中
で
謀
殺
し
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
時
、
出
家
の
身
の
師
直
兄
弟
が
供
奉
す
る

の
は
「
見
苦
候
」
と
い
っ
て
こ
れ
を
制
す
る
使
者
を

つ
と
め
た
の
が
秋
山
新
蔵
人
で
あ
っ
た
。

(
お
)
小
川
氏
注
M
前
掲
書
、
六
二
l
六
三
頁

(
泊
)
海
老
名
彦
三
郎
は
康
永
三
・
同
四
(
二
回
)
・
貞
和

二
・
同
五
の
各
年
と
文
和
二
年
に
み
え
る
。
な
お
、

第
2
表
の
又
六
と
民
部
少
輸
は
、
後
述
す
る
よ
う
に

同
一
人
か
、
少
な
く
と
も
同
系
、
の
一
族
で
、
又
六
は

一
且
将
軍
近
習
を
離
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、

将
軍
近
習
の
す
べ
て
が
観
応
の
擾
乱
で
そ
の
地
位
を

失
っ
た
ま
ま
に
な
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、

あ
と
で
復
帰
し
た
も
の
も
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
海
老

名
彦
三
郎
の
他
に
、
将
軍
近
習
で
あ
り
続
け
た
も
の

が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
2

表
の
康
永
三
年
と
そ
の
二
十
五
年
後
の
応
安
二
年
に
み

え
る
太
郎
次
郎
も
復
帰
し
た
ケ

l
ス
か
も
知
れ
な
い

(
た
だ
し
父
子
の
可
能
性
も
あ
る
)
。

(
お
)
第
2
表
で
文
和
三
年
に
登
場
す
る
小
笠
原
氏
部
少

輔
の
実
名
は
、
『
尊
卑
分
脈
』

(
B
)
に
は
み
え
な
い

貞
高
と
す
る
。

B
の
京
都
小
笠
原
氏
の
歴
代
に
お
い

て
又
六
・
民
部
少
輔
・
備
前
守
を
同
一
人
の
通
称
・

官
途
と
し
て
い
る
点
の
み
を
前
提
と
す
る
と
、
第
2

表
の
又
六
・
民
部
少
輔
・
備
前
守
は
、
い
ず
れ
も
貞

高
の
こ
と
と
な
る
。
氏
長
の
父
高
長
は
、
別
本
『
尊

卑
分
脈
』
や
「
小
笠
原
三
家
系
図
L
(

前
掲
)
の
「
京
都

小
笠
原
系
図
」
に
は
長
高
と
す
る
か
ら
、
あ
る
い
は

「
御
的
日
記
」
が
こ
れ
を
貞
高
と
誤
記
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
い
ま
確
認
す
る
方
法
は
な
い
。
な
お
、

「
永
享
以
来
御
番
帳
」
「
文
安
年
中
御
番
帳
」
(
『
群
書

類
従
』
二
九
)
に
は
、
備
前
入
道
・
民
部
少
輔
・
刑

部
大
輔
・
山
城
入
道
の
四
人
が
み
え
る
の
で
、
少
な

く
と
も
室
町
期
の
奉
公
衆
小
笠
原
氏
は
四
家
あ
っ
た

こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
南
北
朝
期
ま
で
遡
及
し
得
る

と
す
れ
ば
、
第
2
表
の
民
部
少
輔
と
備
前
守
を
同
一

人
と
す
る
必
然
性
も
な
く
な
り
、
た
と
え
ば
、
又
六

1
備
前
守

l
氏
長
(
も
し
く
は
満
長
)
、
民
部
少
輔

l

貞
高

(
B
に
な
い
家
と
す
る
)
と
い
う
想
定
も
考
え

ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
又
六
の
実
名
を
確
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
又
六
と
第
2
表

の
民
部
少
輔
、
ま
た
は
備
前
守
が
同
系
統
の
家
に
属

す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
家
が
京
都
小
笠
原
氏
に
連

な
る
と
い
う
点
は
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
お
)
『
東
寺
文
書
』
(
大
日
本
古
文
書
)
ち
一
号

(
幻
)
一
色
氏
の
分
国
支
配
機
構
上
で
、
少
な
く
と
も
「
在

京
守
護
代
」
の
名
辞
は
今
の
と
こ
ろ
史
料
上
に
確
認

し
て
い
な
い
が
、
次
の
文
書
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編

2
、
土
御
門
家
文
書
七
号
)
は
、
そ
の
存
在
を
う
か

が
わ
し
め
る
。

内
裏
長
日
御
析
料
所
若
狭
国
名
田
庄
之
内
上
村
、

為
三
代
御
起
請
之
地
殊
子
他
也
、
御
即
位
大
嘗
会

段
銭
事
、
可
被
免
除
候
由
被
仰
下
候
、
何
執
達
如

件、

水
徳
三
時(

玄
)

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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十

月

十

五

日

b

の

小

笠

原

備

中

守

の

実

名

で

あ

る

公

算

が

大

き

い

。

両

奉

行

御

中

(

お

)

第

2

表

で

は

、

備

前

守

が

多

数

み

ら

れ

る

の

に

対

南
北
朝
期
の
若
狭
に
お
い
て
反
銭
・
役
夫
工
米
の
催
し
て
、
備
中
守
は
一
度
だ
け
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

促
停
止
の
旨
を
一
色
氏
が
下
達
し
た
遵
行
系
統
に
属
備
前
守
の
誤
記
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
も
な
く
は
な

す
る
文
書
と
し
て
は
、
年
欠
五
月
十
二
日
付
小
笠
原
い
が
、
H
|
b
で
わ
ざ
わ
ざ
備
前
守
を
備
中
守
と
訂

長
一
房
宛
一
色
範
光
書
状
(
東
寺
百
合
文
書
オ
一
一
三
二
)
正
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
御
的
日
記
」
も
H
ー

が
あ
る
程
度
で
、
他
に
守
護
役
な
ど
ま
で
含
め
て
も
b
も
備
前
守
(
の
ち
の
奉
公
衆
)
と
は
別
の
備
中
守

「
太
良
保
地
頭
方
政
所
」
な
ど
に
宛
て
た
小
笠
原
長
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
。

房
奉
書
(
同
文
書
オ
五
四
・
六
四
・
二
一
六

n

ツ
六
(
ぬ
)
鎮
西
管
領
と
し
て
の
一
色
氏
の
活
動
に
つ
い
て
は

四
・
七
六
な
ど
)
が
あ
る
が
、
奉
行
(
お
そ
ら
く
在
川
添
昭
二
「
『
鎮
西
管
領
』
考
」
(
『
日
本
歴
史
』
二

国
奉
行
)
に
宛
て
た
奉
書
は
見
当
ら
な
い
(
注
3
拙

O
五
・
二

O
六
)
、
上
村
喜
久
子
「
一
色
氏
L

(

前

稿
第
1
表
)
。
と
こ
ろ
が
、
応
永
四
年
に
な
る
と
在
国
掲
『
室
町
幕
府
守
護
職
家
事
典
』
上
巻
)
参
照
。

奉
行
と
恩
わ
れ
る
蓬
沢
左
近
将
監
宛
の
小
笠
原
浄
鎮

(ω)
延
文
二
年
五
月
十
九
日
一
色
直
氏
奉
書
八
武
光
三

(
長
一
一
房
)
奉
書
が
あ
ら
わ
れ
(
『
東
寺
文
書
』
に
六
郎
宛
・
市
来
崎
彦
七
郎
宛
〉
(
『
史
料
』
六
|
一
二
、

九
号
)
、
以
後
、
子
の
長
春
の
代
に
か
け
て
同
種
の
守
二
八
三
j

二
八
四
頁
、
「
薩
藩
旧
記
」
)

0

護
代
奉
書
が
多
数
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
(
注
3
拙
(
引
)
「
宝
医
院
殿
将
軍
吉
一
下
記
」
(
『
群
書
類
従
』
二
二
)
。

稿
第
2
表
)
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
に
守
護
代
が
在
京
(
位
)
『
太
平
記
』
巻
三
四

す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
相
応
す
る
も
の
で
、
逆
に
、

前
掲
長
方
奉
書
は
、
ま
だ
在
国
し
て
い
た
守
護
代
で

は
な
く
、
在
京
守
護
代
が
守
護
(
幕
府
)
の
命
を
下

達
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
「

両
奉
行
」
が
宛
所
と
さ
れ
る
の
は
、
在
京
守
護
代
長

方
が
在
国
守
護
代
小
笠
原
長
房
よ
り
下
位
で
あ
る
こ

と
に
も
と
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
長
方
は
小

笠
原
氏
の
通
字
「
長
」
を
冠
し
て
お
り
、
本
文
H
|

長
方
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